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衆
議
院
議
員
海
江
田
万
里
君
提
出
教
育
無
償
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
昭
和
五
十
四
年
条
約
第
六
号
）
第
十
六
条
及
び
第

十
七
条
に
基
づ
く
第
四
回
政
府
報
告
（
以
下
単
に
「
第
四
回
政
府
報
告
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
で
き
る
限
り
早
期
に

提
出
す
る
よ
う
、
現
在
、
鋭
意
作
成
の
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
府
が
批
准
し
た
す
べ
て
の
教
育
段
階
の
「
無
償
教
育
の
漸
進
的
導
入
」
を
、
「
迅
速
か
つ
効
果
的
」
に
目

標
達
成
す
る
計
画
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
教
育
の
無
償
化
に
つ
い
て
は
、
「
新
し
い
経
済
政
策
パ
ッ

ケ
ー
ジ
」
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
日
閣
議
決
定
）
に
、
幼
児
教
育
の
無
償
化
、
高
等
教
育
の
無
償
化
及
び
私
立
高
等
学

校
の
授
業
料
の
実
質
無
償
化
を
盛
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
に
基
づ
く
第
三
回

政
府
報
告
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
非
政
府
組
織
及
び
一
般
市
民
と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
て
お
り
、
第
四
回
政
府
報
告
の

一



作
成
に
当
た
っ
て
も
、
適
切
な
時
期
に
同
様
の
意
見
交
換
会
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

二


